
金蘭千里中学校・高等学校

携帯電話の取り扱いについて



本校では、携帯電話の
校内持ち込みを、

原則許可としている。
(届出制としている)



一
、
許
可
の
経
緯

昨
年
六
月
、
大
阪
北
部
地
震

（
登
校
時
間
帯
に
発
生
）

↓

所
在
が
分
か
ら
な
い
生
徒
多
数

（
ミ
マ
モ
ル
メ
を
使
用
し
、
保
護
者
へ
情

報
を
随
時
発
信
し
た
）

↓

緊
急
時
の
携
帯
電
話
の
有
用
性

を
認
め
、
携
帯
電
話
の
校
内
持

ち
込
み
の
検
討
を
始
め
る
。



二
、
趣
旨

登
下
校
中
の
、
生
徒
の
安

全
・
安
心

＋

本
校
教
育
の
質
の
維
持

の
両
立

↓
•

ル
ー
ル
の
策
定

•

学
校
で
管
理
、
保
管
を

す
る
方
針
を
決
定



三
、
ル
ー
ル

届
出
書
を
提
出





三
、
ル
ー
ル

•

登
校
し
た
ら
担
任
に
携
帯

電
話
を
預
け
る
。

•

下
校
前
に
職
員
室
に
取
り

に
来
て
か
ら
帰
宅
。

•

登
下
校
中
は
緊
急
の
連
絡
、

家
庭
と
の
連
絡
の
み
可
。

•

不
適
当
な
使
用
を
見
つ
け

た
場
合
は
生
徒
指
導
。

•

中
学
、
高
校
と
も
同
じ

ル
ー
ル
で
行
っ
て
い
る
。



四
、
保
管
の
課
題

㊀
破
損
を
ど
う
防
止
す
る
か

㊁
取
違
を
ど
う
防
止
す
る
か

↓

携
帯
電
話
専
用
バ
ッ
グ
導
入

を
決
定



五
、
専
用
バ
ッ
グ

•

四
十
個
保
管
で
き
る
。

•

ク
ッ
シ
ョ
ン
性
に
優
れ
て

い
る
。

•

ネ
ー
ム
タ
グ
が
付
い
て
い

る
。

•

予
算









六
、
声

説
明
会
な
ど
で
、

「
金
蘭
千
里
は
携
帯
電
話
の

取
り
扱
い
は
ど
う
な
っ
て
い

ま
す
か
」

と
聞
か
れ
る
こ
と
が
多
く

な
っ
た
。

↓

多
く
の
場
合
、
持
た
せ
て
ほ

し
い
と
い
う
要
望



七
、
現
状
と
課
題

•

原
則
禁
止
か
ら
原
則
許
可
に

変
更
し
た
が
、
携
帯
電
話
に

関
す
る
指
導
件
数
、
内
容
は

変
わ
ら
ず
。

↓

•

教
育
活
動
、
生
徒
指
導
に
負

の
影
響
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。



七
、
現
状
と
課
題

•

盗
難
防
止
を
ど
う
徹
底
す

る
か
。

•

災
害
時
、
生
徒
の
携
帯
電

話
を
ど
う
す
る
の
か
。




